
広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
広
島
県
立
障
害
者
療
育

支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
条
例
第
三
十
九
号

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
広
島
県
立 

障
害
者
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条 

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広

島
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

障
害
者
に
対
す
る
医
療
、
訓
練
そ
の
他
の
更 

生
援
護
を
行
う
等
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（ 

以
下
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。

）
を
設
置
す
る
。 

（
施
設
及
び
業
務
） 

第
三
条 

（
略
） 

施
設 

業
務 

一

（
略
） 

（
略
） 

二

若
草
園 

１ 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入

所
施
設
と
し
て
、
肢
体
不
自
由
児
を

治
療
す
る
と
と
も
に
、
独
立
自
活
に

必
要
な
知
識
技
能
を
与
え
る
こ
と
。 

２

（
略
） 

三

（
略
） 

（
略
） 

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ 

ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

障
害
者
に
対
す
る
医
療
、
訓
練
そ
の
他
の
更 

生
援
護
を
行
う
等
、
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

広
島
県
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

（
以
下
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。 

（
施
設
及
び
業
務
） 

第
三
条 

（
略
） 

施
設 

業
務 

一

（
略
） 

（
略
） 

二

若
草
園 

１ 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入

所
施
設
及
び
同
法
第
四
十
三
条
第
二

号
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
肢
体
不
自
由

児
を
治
療
す
る
と
と
も
に
、
独
立
自

活
に
必
要
な
知
識
技
能
を
与
え
る
こ

と
。 

２

（
略
） 

三

（
略
） 

（
略
） 



 

四 

わ
か
ば
療

育
園 

１ 

児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
第
二
号

に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施

設
と
し
て
、
重
度
の
知
的
障
害
及
び

重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い

る
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
を
保

護
す
る
と
と
も
に
、
治
療
及
び
日
常

生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
支

援
を
行
う
こ
と
。 

２ 

重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢

体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
十
八
歳

以
上
の
者
に
対
し
、
障
害
者
総
合
支

援
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療

養
介
護
を
行
う
こ
と
。 

五 

児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ

ー 

児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規 

定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
と
し
て
肢
体
不
自
由
児
を
治
療
す
る 

と
と
も
に
、
児
童
発
達
支
援
を
提
供
し
、

家
族
等
関
係
者
に
対
し
、
相
談
そ
の
他 

必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。 

六 

（
略
） 

 

（
略
） 

七 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
利
用
料
金
等
の
納
付
等
） 

第
九
条 

医
療
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
、
若
草
園
、

若
草
療
育
園
、
わ
か
ば
療
育
園
又
は
児
童
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
（
児
童
福
祉
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
す
る
者
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
者

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
入
所
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別

表
第
一
に
定
め
る
利
用
料
金
又
は
別
表
第
四
に
定
め 

る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、 

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表 

第
一
第
六
号
に
掲
げ
る
療
養
、
医
療
若
し
く
は
施
設 

療
養
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
の
資
産
の

譲
渡
等
（
こ
れ
ら
の
う
ち
特
別
の
病
室
の
提
供
そ
の

他
の
財
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
財
務

大
臣
の
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）

に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
診
療
料
及
び
食
事
療
養

料
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
（
備
考
一
を
除
く
。
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一

年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
（
以
下
「
療

養
費
用
算
定
方
法
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
（
以
下
「
食
事
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
百

分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

２
―
４ 

（
略
） 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
特 

例
） 

第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

 
 

 

   

 

 

四 
（
略
） 

（
略
） 

五 
（
略
） 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
利
用
料
金
等
の
納
付
等
） 

第
九
条 

医
療
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
、
若
草
園
又

は
若
草
療
育
園
を
利
用
す
る
者
（
児
童
福
祉
法
第
二

十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
す
る
者

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す

る
者
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規 

定
に
よ
り
入
所
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

別
表
第
一
に
定
め
る
利
用
料
金
又
は
別
表
第
四
に
定 

め
る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

別
表
第
一
第
六
号
に
掲
げ
る
療
養
、
医
療
若
し
く
は

施
設
療
養
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
の
資

産
の
譲
渡
等
（
こ
れ
ら
の
う
ち
特
別
の
病
室
の
提
供 

そ
の
他
の
財
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、 

財
務
大
臣
の
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。

）
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
診
療
料
及
び
食
事
療 

養
料
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
（
備
考
一
を
除
く
。

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
（
以
下
「

療
養
費
用
算
定
方
法
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
基
準
（
以
下
「
食
事
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に

百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

２
―
４ 

（
略
） 

 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
特 

例
） 

第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ



ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

医
療
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
、
若
草
園
、
若
草
療

育
園
、
わ
か
ば
療
育
園
又
は
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
を
利
用
す
る
者
、
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
者
、
ス

ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
及
び
宿
泊
施

設
を
利
用
す
る
者
か
ら
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

医
療
セ
ン
タ
ー
、
若
草

園
、
若
草
療
育
園
、
わ
か
ば
療
育
園
、
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
又
は
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
場
合
の
利

用
料
金 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
九
条
関
係
） 

宿
泊
施
設
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金 

区
分 

単
位 

利
用
料
金 

の
範
囲 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

若
草
園
、
若
草
療
育
園
及
び

わ
か
ば
療
育
園
の
入
所
者
の

三
親
等
内
の
親
族 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

医
療
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
、
若
草
園
又
は
若
草 

療
育
園
を
利
用
す
る
者
、
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
者
、 

ス
ポ
ー
ツ
交
流
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
及
び
宿
泊

施
設
を
利
用
す
る
者
か
ら
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
九
条
関
係
） 

医
療
セ
ン
タ
ー
、
若
草

園
、
若
草
療
育
園
又
は
あ
け
ぼ
の
を
利
用
す
る
場
合

の
利
用
料
金 

 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
九
条
関
係
） 

宿
泊
施
設
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金 

区
分 

単
位 

利
用
料
金 

の
範
囲 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

若
草
園
及
び
若
草
療
育
園
の

入
所
者
の
三
親
等
内
の
親
族 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

 

（
広
島
県
立
障
害
者
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
立
障
害
者
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
広
島
県
条
例
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 
 
 
 

 
 
 

広
島
県
立
松
陽
寮
設
置
及
び
管
理
条
例 

 
 
 

  

（
設
置
） 

第
一
条 

障
害
者
に
対
す
る
更
生
援
護
を
行
う
等
、
そ

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
広
島
県
立
松
陽
寮
（

以
下
「
松
陽
寮
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

  
 

（
位
置
） 

第
二
条 

松
陽
寮
の
位
置
は
、
東
広
島
市
八
本
松
町
と

す
る
。 

 

（
業
務
） 

   

  
 
 

広
島
県
立
障
害
者
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー 

 
 

設
置
及
び
管
理
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

障
害
者
及
び
重
症
心
身
障
害
児
に
対
す
る
訓

練
、
治
療
そ
の
他
の
更
生
援
護
を
行
う
等
、
そ
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
広
島
県
立
障
害
者
療
育
支

援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。 

 

（
位
置
） 

第
二
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
位
置
は
、
東
広
島
市

八
本
松
町
と
す
る
。 

 

（
施
設
及
び
業
務
） 

第
三
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
設
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

 

一 

松
陽
寮 



 
第
三
条 

松
陽
寮
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 
一 
（
略
） 

            

二 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
更
生
に
関
す
る
相
談

及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

松
陽
寮
の
宿
泊
施
設
、
会
議
室
及
び
研
修
室
（

以
下
「
宿
泊
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
さ
せ

る
こ
と
。 

 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
四
条 

松
陽
寮
の
管
理
は
、
広
島
県
公
の
施
設
に
お

け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（

平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
法
人
そ
の
他
の

団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
行
わ

せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

一 

前
条
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

   

二 

（
略
） 

 

三 

松
陽
寮
の
施
設
及
び
設
備
の
維
持
及
び
修
繕
に

関
す
る
こ
と
。 

 

四 

松
陽
寮
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
の
収
受
に
関
す
る
こ
と
。 

    

五 

（
略
） 

 

（
宿
泊
施
設
等
の
利
用
許
可
） 

    

第
五
条 

（
略
） 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
松
陽
寮
の
管
理
上
必
要
な
限
度
に
お
い
て
条

件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
利
用
許
可
の
制
限
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 

二 

わ
か
ば
療
育
園 

２ 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型

障
害
児
入
所
施
設
と
し
て
、
重
度
の
知
的
障
害
及

び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
（

以
下
「
重
症
心
身
障
害
児
」
と
い
う
。
）
を
入
所

さ
せ
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
治
療
及

び
日
常
生
活
の
指
導
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自
由
が

重
複
し
て
い
る
十
八
歳
以
上
の
者
に
対
し
、
障
害

者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
療
養

介
護
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

障
害
者
及
び
重
症
心
身
障
害
児
の
日
常
生
活
及

び
更
生
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。 

 

五 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
宿
泊
施
設
、
会
議
室
及

び
研
修
室
（
以
下
「
宿
泊
施
設
等
」
と
い
う
。
）

を
利
用
さ
せ
る
こ
と
。 

 
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
四
条 
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
管
理
は
、
広
島
県
公

の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
法 

人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。

）
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

一 

前
条
第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

わ
か
ば
療
育
園
の
入
院
診
療
の
承
認
に
関
す
る

こ
と
。 

 

三 

（
略
） 

 

四 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
設
備
の
維
持

及
び
修
繕
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以

下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
の
収
受
に
関
す
る

こ
と
。 

 

六 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
に
係
る
手
数
料
の

徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

（
略
） 

 

（
入
院
診
療
の
承
認
等
） 

第
五
条 

わ
か
ば
療
育
園
で
入
院
診
療
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
規
則
及
び
指
定
管
理
者
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
又
は
前
項
の
許

可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の

管
理
上
必
要
な
限
度
に
お
い
て
条
件
を
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 
 

（
利
用
許
可
の
制
限
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一
―
三 

（
略
） 



 

四 

松
陽
寮
の
管
理
及
び
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

 
 

（
利
用
料
金
等
の
納
付
等
） 

第
七
条 
松
陽
寮
（
宿
泊
施
設
等
を
除
く
。
別
表
第
一

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
者
（
知
的
障
害
者

福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十

六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
す
る
者
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
別
表
第
一
に
定
め
る
利
用

料
金
を
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
す
る
者
は
指
定
管
理

者
が
別
表
第
二
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
知
事
の

承
認
を
受
け
て
定
め
る
利
用
料
金
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

                  

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊
施
設
等
の
利

用
料
金
は
、
障
害
児
者
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
者
及
び
奉
仕
活
動
の
目
的
で
利
用
す
る

者
に
つ
い
て
は
、
徴
収
し
な
い
。 

３ 

利
用
料
金
は
、
利
用
の
都
度
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ

れ
ら
を
後
納
又
は
分
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

（
利
用
料
金
の
減
免
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

  

二
―
四 

（
略
） 

 
 

（
利
用
料
金
の
収
入
） 

第
九
条 

松
陽
寮
を
利
用
す
る
者
が
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
納
付
す
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者

の
収
入
と
す
る
。 

     

 

四 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
上
支
障

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

  

（
利
用
料
金
等
の
納
付
等
） 

第
七
条 

松
陽
寮
を
利
用
す
る
者
（
知
的
障
害
者
福
祉

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条 

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
す
る
者
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
わ
か
ば
療
育
園
を
利
用
す
る
者 

（
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
入
所
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
別

表
第
一
に
定
め
る
利
用
料
金
又
は
別
表
第
三
に
定
め

る
手
数
料
を
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
す
る
者
は
指
定

管
理
者
が
別
表
第
二
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
知

事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
利
用
料
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
消
費
税
法
（
昭
和
六

十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表
第
一
第
六
号
に
掲
げ

る
療
養
、
医
療
若
し
く
は
施
設
療
養
又
は
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
と
し
て
の
資
産
の
譲
渡
等
（
こ
れ
ら
の

う
ち
特
別
の
病
室
の
提
供
そ
の
他
の
財
務
大
臣
の
定

め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
金
額

に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
該
当
し
な
い
も
の

に
係
る
診
療
料
及
び
食
事
療
養
料
に
つ
い
て
は
、
別

表
第
一
（
備
考
一
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
（
以
下
「
療
養
費
用
算
定
方
法
」

と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
食

事
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊
施
設
等
の
利

用
料
金
は
、
障
害
者
、
重
症
心
身
障
害
児
、
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
及
び
奉
仕
活
動
の

目
的
で
利
用
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
徴
収
し
な
い
。 

３ 

利
用
料
金
又
は
手
数
料
は
、
利
用
の
都
度
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る

場
合
は
、
こ
れ
ら
を
後
納
又
は
分
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

（
利
用
料
金
の
減
免
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
試
験
検
査
等
を
行

う
と
き
。 

 

三
―
五 

（
略
） 

 
 

（
利
用
料
金
の
収
入
） 

第
九
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
利
用
す
る
者

が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
利
用
料

金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。 

  

（
手
数
料
の
減
免
） 

第
十
条 

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
手
数
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



 

（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
十
条 

指
定
管
理
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
利
用
の

許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
の
許
可
を
受
け
た

者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
利

用
の
方
法
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則

の
規
定
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ

れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
遵
守
事
項
） 

第
十
一
条 

松
陽
寮
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

  

（
禁
止
事
項
） 

第
十
二
条 

松
陽
寮
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
許
可
を
受

け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
―
五 

（
略
） 

  

（
入
館
の
制
限
） 

第
十
三
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
二
条
の
規
定
に
違
反

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に

違
反
し
た
者
又
は
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く

は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
携
行
す

る
者
に
対
し
て
、
松
陽
寮
へ
の
入
館
を
拒
否
し
、
又

は
松
陽
寮
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

（
原
状
回
復
義
務
） 

第
十
四
条 

松
陽
寮
を
利
用
す
る
者
は
、
利
用
を
終
了

し
た
と
き
（
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た

と
き
を
含
む
。
）
は
、
直
ち
に
利
用
し
た
場
所
を
原

状
に
復
し
、
指
定
管
理
者
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 第
十
五
条 

（
略
） 

 
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
特 

 

例
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る

者
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
、
又
は
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り

消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定

管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了

す
る
ま
で
の
間
、
松
陽
寮
の
管
理
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
松
陽
寮
の
管
理
を

行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
松
陽
寮
を
利
用
す
る
者
か

ら
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。 

 

（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
十
一
条 

指
定
管
理
者
は
、
第
五
条
第
二
項
の
利
用

の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
の
許
可
を
受
け

た
者
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は

利
用
の
方
法
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

四 

こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則

の
規
定
又
は
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ

れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
遵
守
事
項
） 

第
十
二
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
次
の

事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

  
（
禁
止
事
項
） 

第
十
三
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事

の
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
―
五 
（
略
） 

  

（
入
館
の
制
限
） 

第
十
四
条 

指
定
管
理
者
は
、
前
二
条
の
規
定
に
違
反

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に

違
反
し
た
者
又
は
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く

は
他
人
の
迷
惑
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
携
行
す

る
者
に
対
し
て
、
第
三
条
に
掲
げ
る
施
設
へ
の
入
館

を
拒
否
し
、
又
は
当
該
施
設
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
原
状
回
復
義
務
） 

第
十
五
条 

療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
利
用
す
る

者
は
、
施
設
の
利
用
を
終
了
し
た
と
き
（
利
用
の
許

可
を
受
け
た
者
が
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

利
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、 

直
ち
に
利
用
し
た
施
設
を
原
状
に
復
し
、
指
定
管
理

者
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 第
十
六
条 

（
略
） 

 
 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
等
の
特 

 

例
） 

第
十
六
条
の
二 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受

け
る
者
が
な
い
と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
指
定
管
理
者
の
指
定
を

取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、

指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が

終
了
す
る
ま
で
の
間
、
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
管
理

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
療
育
支
援
セ
ン
タ

ー
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
松
陽
寮
を
利

用
す
る
者
又
は
わ
か
ば
療
育
園
を
利
用
す
る
者
及
び



  
３ 
（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
） 

（
松
陽
寮
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
） 

 

種
別 

金
額 

 
 

 

 

 

        

 

 

 
   

一 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

  

宿
泊
施
設
等
を
利
用
す
る
者
か
ら
、
使
用
料
を
徴
収

す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
） 

（
松
陽
寮
又
は
わ
か
ば
療
育
園
を
利
用
す
る
場
合
の

利
用
料
金
） 

種
別 

金
額 

一 

診
療
料 

後
期
高
齢

者 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
。
た
だ
し
、

同
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
療
養
に
係
る
診
療

で
療
養
費
用
算
定
基
準
に
規
定

す
る
回
数
を
超
え
て
受
け
た
診

療
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
診
療
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
額
に
一
〇
〇
分
の

一
一
〇
を
乗
じ
て
得
た
額 

そ
の
他
の

者 
療
養
費
用
算
定
方
法
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
。

た
だ
し
、
健
康
保
険
法
第
六
十

三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

療
養
に
係
る
診
療
で
療
養
費
用

算
定
方
法
に
規
定
す
る
回
数
を

超
え
て
受
け
た
診
療
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

額
に
一
〇
〇
分
の
一
一
〇
を
乗

じ
て
得
た
額 

二 

食
事
療

養
料 

後
期
高
齢

者 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
七
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
額 

そ
の
他
の

者 

食
事
療
養
費
用
算
定
基
準
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額 

三 

（
略
） 

（
略
） 

四 

療
養
介
護
診
療

料 

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
八

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
額 

五 

療
養
介
護
食
事

療
養
料 

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
八

条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ

よ
り
算
定
し
た
額 

六 

障
害
児
施
設
支 

援
料 

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二 

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準 

 



 
 

 

 

 
 

二 

（
略
） 
（
略
） 

三 

（
略
） 

（
略
） 

                               

備
考 

こ
の
表
に
お
い
て
「
食
事
料
そ
の
他
の
特
定 

費
用
」
と
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条 

第
一
項
に
規
定
す
る
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、

居
住
若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日 

常
生
活
に
要
す
る
費
用
又
は
創
作
的
活
動
若
し
く 

は
生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省 

令
で
定
め
る
費
用
を
い
う
。 

     

 

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額 

七 

障
害
児
施
設
診

療
料 

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二

十
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
額 

八 

障
害
児
施
設
食

事
療
養
料 

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二

十
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
額 

九 

（
略
） 

（
略
） 

十 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 一 

自
動
車
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
の
運
行
（
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
）
に
よ
り

身
体
を
害
さ
れ
た
者
で
健
康
保
険
法
そ
の
他
の

法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
（
療
養
費
の

支
給
を
含
む
。
）
を
受
け
な
い
も
の
に
係
る
診

療
料
の
額
及
び
食
事
療
養
料
の
額
の
う
ち
、
診 

療
料
に
つ
い
て
は
、
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

一
点
の
単
価
を
十
五
円
と
し
て
、
こ
れ
に
療
養 

費
用
算
定
方
法
に
定
め
る
点
数
を
乗
じ
て
算
定 

し
た
額
と
し
、
食
事
療
養
料
に
つ
い
て
は
、
食 

事
療
養
費
用
算
定
基
準
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
算
定
し
た
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得 

た
額
と
す
る
。 

二 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
五
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
診

療
料
及
び
食
事
療
養
料
の
額
は
、
こ
の
表
及
び

備
考
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
診
療
料
に
つ 

い
て
は
、
一
点
の
単
価
を
十
一
円
五
十
銭
と
し
、 

こ
れ
に
療
養
費
用
算
定
方
法
に
定
め
る
点
数
を 

乗
じ
て
算
定
し
た
額
と
し
、
食
事
療
養
料
に
つ 

い
て
は
、
食
事
療
養
費
用
算
定
基
準
に
定
め
る 

額
に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
」
と
は
、

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
を
い
う
。 

四 

こ
の
表
に
お
い
て
「
食
事
料
そ
の
他
の
特
定

費
用
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費

用
、
居
住
又
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の

日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
費
用
及
び
障
害
者
総
合
支
援
法
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
事
の
提
供
に

要
す
る
費
用
、
居
住
若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る

費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
又
は

創
作
的
活
動
若
し
く
は
生
産
活
動
に
要
す
る
費

用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
い

う
。 



 
別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
） 

（
宿
泊
施
設
等
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
） 

利
用
区
分 

単
位 

利
用
料
金 

の
範
囲 

宿
泊
施
設 
一
人
一

泊
に
つ

き 

 
松
陽
寮
の
入
所
者

の
三
親
等
以
内
の

親
族 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

 別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
八
条
関
係
） 

（
宿
泊
施
設
等
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
） 

利
用
区
分 

単
位 

利
用
料
金 

の
範
囲 

宿
泊
施
設 

一
人
一

泊
に
つ

き 

 

療
育
支
援
セ
ン
タ

ー
の
入
所
者
の
三

親
等
以
内
の
親
族 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
） 

（
手
数
料
） 

種
別 

金
額 

一 

委
託
試
験

検
査
手
数
料 

療
養
費
用
算
定
方
法
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
一
〇
〇
分

の
八
〇
に
相
当
す
る
額
に
一
〇
〇
分

の
一
一
〇
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 
健
康
診
断

料
又
は
予
防

接
種
料 

実
費
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る

額 

三 

文
書
料 

特
別
診 

断
書 

普
通
診 

断
書
又 

は
証
明 

書 

 
一
通
四
、
〇
八
〇
円
以
内
で
知
事
が

定
め
る
額 

一
通
一
、
六
七
〇
円
以
内
で
知
事
が

定
め
る
額 

四 

死
後
措
置

料 
六
、
三
八
〇
円 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


